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葉山町からのお知らせ葉山町からのお知らせ

１　緊急放送�

２　一般放送�

◎　注意事項�

◎　次の方法により、防災行政無線放送と同じ内容が確認できます。（６月１日から運用）�
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広
報
は
や
ま
4
月
号

下
水
道
使
用
料
の
減
免
に
つ
い
て

　

下
水
道
を
お
使
い
の
方
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
基
本
料
金
な
ど
が
減

免
に
な
り
ま
す
。
印
鑑
、
下
記
の
要
件
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
書
（
身
体
障
害
者
手

帳
等
）
を
持
参
し
、
下
水
道
課
で
手
続
き
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
は
同
居
の
方
等
代

理
人
で
も
結
構
で
す
。

①
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
扶

助
を
受
け
て
い
る
世
帯
。

全
額
を
免
除

②
次
に
掲
げ
る
者
が
世
帯
に
い
る

と
き
。

基
本
料
金
に
相
当
す
る
額
を
免
除

� 
障
害
の
程
度
が
一
級
、
二
級
ま
た
は
三
級

の
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
人
が
世
帯
に
い
る
と
き
。

�
児
童
相
談
所
ま
た
は
知
的
障
害
者
更
生
相

談
所
に
お
い
て
知
能
指
数
が
四
〇
以
下
と

判
断
さ
れ
た
人
が
世
帯
に
い
る
と
き
。

�
障
害
の
程
度
が
四
級
の
身
体
障
害
者
手
帳

の
交
付
を
受
け
、
か
つ
、
児
童
相
談
所
ま

た
は
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
に
お
い
て

知
能
指
数
が
五
〇
以
下
と
判
断
さ
れ
た
人

が
世
帯
に
い
る
と
き
。

�
障
害
等
級
一
級
ま
た
は
二
級
の
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

人
が
世
帯
に
い
る
と
き
。

③
社
会
福
祉
事
業
法
に
規
定
す
る

社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る

施
設
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

と
町
長
が
認
め
た
施
設
を
経
営

す
る
と
き
。

基
本
料
金
に
相
当
す
る
額
を
免
除

問
合
せ　

下
水
道
課

　

�
内
線
三
六
一
・
三
六
二

介
護
保
険
料（
仮
徴
収
）の
お
知
ら
せ

（
六
五
歳
以
上
の
人
）

　

四
月
上
旬
に
、
六
五
歳
以
上
の
人
へ
介
護
保
険
料
の
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。

　

ご
自
分
の
納
付
方
法
と
納
付
金
額
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

納
付
方
法
に
は
、
受
給
し
て
い
る
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
「
特
別
徴
収
」
と
、
納
入
通

知
書
か
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
「
普
通
徴
収
」
が
あ
り
ま
す
。

　

四
月
〜
九
月
ま
で
の
六
ヵ
月
間
の
保
険
料

を
「
介
護
保
険
料
（
仮
徴
収
）
決
定
通
知
書

兼
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
」
に
よ
り
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

　

平
成
十
七
年
二
月
に
年
金
か
ら
天
引
き
さ

れ
た
額
と
同
額
が
、
四
月
・
六
月
・
八
月
の

三
回
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

　

今
ま
で
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き

さ
れ
て
い
た
人
も
、
平
成
十
七
年
二
月
に
天

引
き
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、「
普
通
徴
収
」

と
な
り
ま
す
。

　

十
月
〜
三
月
（
六
ヵ
月
間
）
の
保
険
料
は
、

町
民
税
が
確
定
後
の
七
月
に
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

　

四
月
〜
六
月
ま
で
の
三
ヵ
月
間
の
保
険
料

を
「
介
護
保
険
料
（
仮
徴
収
）
納
入
通
知
書
」

に
よ
り
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

納
入
通
知
書
に
よ
り
銀
行
等
の
金
融
機
関

で
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
口
座
振

替
を
申
込
ん
で
い
る
人
は
、
指
定
口
座
か
ら

引
き
落
と
し
と
な
り
ま
す
。

　

七
月
〜
三
月
（
九
ヵ
月
間
）
の
保
険
料
は
、

町
民
税
が
確
定
後
の
七
月
に
お
知
ら
せ
し
ま

す
。納

付
方
法
の
切
り
替
え
に
つ
い
て

　

六
五
歳
到
達
時
や
転
入
時
は
、
当
初
「
普

通
徴
収
」
で
す
が
、
四
月
一
日
に
見
直
し
を

行
い
ま
す
。
四
月
に
年
金（
老
齢
福
祉
年
金
、

遺
族
年
金
、
障
害
年
金
を
除
く
）
の
受
給
が

あ
り
、
年
金
の
年
額
が
十
八
万
円
以
上
の
人

は
、
十
月
か
ら
原
則
と
し
て
「
特
別
徴
収
」

に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

※
災
害
、
失
業
、
倒
産
な
ど
で
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
保
険
料
の

減
免
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

福
祉
課　

�
内
線
二
三
二

普

通

徴

収

の

人

へ

特

別

徴

収

の

人

へ



７

四
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
年
金
制
度
改
正
等
の
お
知
ら
せ

若
年
者
納
付
猶
予
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
す

　

二
〇
歳
代
の
方
で
国
民
年
金
保
険
料
の
納

付
が
困
難
な
と
き
、
親
な
ど
の
世
帯
主
の
所

得
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
人
及
び
配
偶
者
の
所

得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
は
、
申
請
に
よ
り

納
付
が
猶
予
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
こ
の
期
間
は
年
金
を
受
け
る
た

め
に
必
要
な
期
間
に
算
入
し
ま
す
が
、
年
金

額
に
は
反
映
し
ま
せ
ん
。

　

十
年
以
内
に
追
納
す
れ
ば
、
通
常
に
納
付

し
た
こ
と
と
同
じ
に
な
り
ま
す
。ま
た
、平
成

十
六
年
度
の
免
除
申
請
で
、
す
で
に
却
下
通

知
を
受
け
た
人
も
、
こ
の
制
度
に
該
当
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

第
三
号
被
保
険
者
の
特
例
が
実
施
さ
れ
ま
す

　

第
三
号
被
保
険
者
（
厚
生
年
金
保
険
等
に

加
入
す
る
方
の
被
扶
養
配
偶
者
）
の
届
出
の

特
例
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
第
三
号
被
保
険
者

の
届
出
が
遅
れ
た
と
き
に
は
、
二
年
前
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
第
三
号
被
保
険
者
の
期
間
と

な
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
の
期
間
は
、「
保
険

料
未
納
の
取
り
扱
い
」と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
改
正
で
は
、
特
例
の
届
出
を
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
年
以
上
前
の

期
間
も
第
三
号
被
保
険
者
期
間
と
し
て
取
り

扱
い
、
将
来
そ
の
分
の
年
金
を
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

特
別
障
害
給
付
金
制
度
が
始
ま
り
ま
す

　

任
意
加
入
時
代
に
国
民
年
金
に
未
加
入

だ
っ
た
た
め
、
今
ま
で
障
害
基
礎
年
金
等
を

受
給
さ
れ
て
い
な
い
障
害
者
の
方
を
対
象
と

し
た
福
祉
的
措
置
と
し
て
、「
特
別
障
害
給

付
金
」
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

対
象
者

①
平
成
三
年
三
月
以
前
の
国
民
年
金
任
意
加

入
対
象
者
で
あ
っ
た
学
生
。

②
昭
和
六
一
年
三
月
以
前
の
国
民
年
金
任
意

加
入
対
象
者
で
あ
っ
た
被
用
者
年
金
（
厚

生
年
金
、
共
済
組
合
等
）
加
入
者
の
配
偶

者
で
あ
っ
て
、
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し

て
い
な
か
っ
た
期
間
内
に
初
診
日
が
あ

り
、
現
在
障
害
基
礎
年
金
の
一
級
、
二
級

相
当
の
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
方
。

特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
額

　

障
害
等
級
一
級　

月
額
五
万
円

　

障
害
等
級
二
級　

月
額
四
万
円

※
給
付
金
は
、
請
求
日
に
属
す
る
月
の
翌
月

分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ　

横
須
賀
社
会
保
険
事
務
所

　

�
〇
四
六－

八
二
七－

一
二
五
一

　

町
民
課　

�
内
線
二
一
六

固
定
資
産
税
の
縦
覧
等

　

納
税
者
が
自
己
の
資
産
（
土
地
・
家
屋
）

の
評
価
額
に
つ
い
て
、
他
の
資
産
の
評
価
額

と
比
較
で
き
る
よ
う
に
、
縦
覧
期
間
中
に
限

り
縦
覧
帳
簿
を
無
料
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
の
際
、
納
税
通
知
書
や
身
分
を
証
明

す
る
書
類
（
運
転
免
許
証
等
）
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
代
理
人
は
委
任
状
が
必
要

で
す
。

《
縦
覧
で
き
る
内
容
》

土
地
の
納
税
者
…
土
地
の
所
在
・
地
番
・
地

目
・
地
積
・
評
価
額

家
屋
の
納
税
者
…
家
屋
の
所
在
・
家
屋
番
号
・

種
類
・
構
造
・
床
面
積
・
評
価
額
等

《
縦
覧
で
き
る
人
》

納
税
者
と
そ
の
同
居
の
親
族
・
代
理
人

縦
覧
期
間　

四
月
一
日（
金
）〜
五
月
二
日

（
月
）八
時
三
十
分
〜
十
七
時
（
土
・
日
・

祝
日
を
除
く
）

場
所　

税
務
課

課

税

台

帳

の

閲

覧

固
定
資
産
税
の
縦
覧

　

固
定
資
産
税
課
税
台
帳
に
つ
い
て
は
い
つ

で
も
閲
覧
で
き
ま
す
が
、
縦
覧
期
間
中
に
限

り
無
料
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

《
閲
覧
で
き
る
人
》

　

納
税
義
務
者
本
人
、
納
税
義
務
者
と
同
居

の
親
族
、
納
税
義
務
者
本
人
か
ら
の
委
任
状

を
持
参
し
た
人
。
借
地
・
借
家
人
等
。

《
閲
覧
に
必
要
な
も
の
》

　

納
税
義
務
者
本
人
、
納
税
義
務
者
と
同
居

の
親
族
の
場
合
は
身
分
を
証
明
す
る
書
類
。

代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
と
代
理
人
本
人
の

身
分
を
証
明
す
る
書
類
。

　

借
地
・
借
家
人
の
場
合
は
、
賃
貸
借
契
約

書
や
賃
借
料
等
を
払
い
込
ん
だ
こ
と
の
領
収

書
等
の
書
類
と
借
地
・
借
家
人
の
身
分
を
証

明
す
る
書
類
。

口
座
振
替
に
関
す
る
ご
注
意

　

こ
れ
ま
で
口
座
振
替
を
ご
利
用
で
、
平
成

十
六
年
中
に
相
続
等
で
納
税
義
務
者
に
変
更

が
あ
っ
た
場
合
、
金
融
機
関
で
変
更
の
届
出

を
さ
れ
て
い
な
い
と
口
座
振
替
の
利
用
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
。
引
続
き
利
用
さ
れ
る
方

は
早
め
に
手
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課

　

�
内
線
二
五
五
・
二
五
六

お
知
ら
せ




